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宿泊・自宅療養中の患者に対して外来診療を行い 

経口抗ウイルス薬を院内処方した場合の算定例 

 

【例１】宿泊・自宅療養中の再診患者が外来受診し、医師が対面診療の上、コロナの経口

抗ウイルス薬（ラゲブリオやパキロビッド）（国から無償譲渡されたもの）を院内処方し

た場合。 

（１）診療状況 

 ・患者が外来受診し、コロナの症状に係る薬剤の処方を希望される。 

・医師が対面診療の上、投薬の必要性を認め、ラゲブリオ（国から無償譲渡されたもの）

を院内処方。 

（２）算定点数と公費負担医療適用の可否 

＊再診料（73 点）→宿泊・自宅療養者の公費 

＊薬剤情報提供料（10 点）→宿泊・自宅療養者の公費 

＊院内トリアージ実施料（診療報酬上臨時的取扱）（300 点）→宿泊・自宅療養者の公

費 

＊救急医療管理加算１（診療報酬上臨時的取扱）（ＣＯＶ・外来診療）（950 点）→宿泊・

自宅療養者の公費 

＊処方料、調剤料→宿泊・自宅療養者の公費 

＊薬剤料（ラゲブリオやパキロビッド）→算定できない 

（考え方） 

① 宿泊・自宅療養中に新型コロナウイルス感染症に係る診療を行ったため、コロナに係る診療の費用

（上記の場合は全ての点数）の患者一部負担金分は、宿泊・自宅療養の公費 28070605 が適用される。 

② 経口抗ウイルス薬（国から無償譲渡されたもの）を院内処方した場合、薬剤料は算定できないが、

処方料等は算定できる。 

③ 経口抗ウイルス薬（国から無償譲渡されたもの）は保険外併用療養費（評価療養）に該当するとし

て、保険診療との併用が認められているため、当該薬剤を院内処方した場合は、（薬評）と記載し、そ

の下に当該薬剤名を記載する。 

（参照） 

・疑義解釈資料の送付について（その 87）（厚労省保険局医療課 令和 3 年 12 月 24 日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000874210.pdf 

・新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ®カプセル）の医療機関及び薬局へ

の配分について（別紙及び質疑応答集の修正）（令和４年８月 15 日最終改正） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000976321.pdf 

・新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パキロビッド®パック）の医療機関及び薬局へ

の配分について（別紙及び質疑応答集の修正）（令和４年 9 月 27 日最終改正） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000994438.pdf 

・「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について（令和４年３月 25 日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf 
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【例１】の【レセプト表示例】 
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【例２】宿泊・自宅療養中の再診患者が外来受診し、医師が対面診療の上、コロナの経口

抗ウイルス薬（ラゲブリオ）（一般流通品を購入したもの）を院内処方した場合。 

（１）診療状況 

 ・患者が外来受診し、コロナの症状に係る薬剤の処方を希望される。 

・医師が対面診療の上、投薬の必要性を認め、ラゲブリオ（一般流通品を購入したもの）

を院内処方。 

（２）算定点数と公費負担医療適用の可否 

＊再診料（73 点）→宿泊・自宅療養者の公費 

＊薬剤情報提供料（10 点）→宿泊・自宅療養者の公費 

＊院内トリアージ実施料（診療報酬上臨時的取扱）（300 点）→宿泊・自宅療養者の公

費 

＊救急医療管理加算１（診療報酬上臨時的取扱）（ＣＯＶ・外来診療）（950 点）→宿泊・

自宅療養者の公費 

＊処方料、調剤料→宿泊・自宅療養者の公費 

＊薬剤料（ラゲブリオ）→宿泊・自宅療養者の公費 

（考え方） 

① 宿泊・自宅療養中に新型コロナウイルス感染症に係る診療を行ったため、コロナに係る診療の費用

（上記の場合は全ての点数）の患者一部負担金分は、宿泊・自宅療養の公費 28070605 が適用される。 

② 経口抗ウイルス薬（一般流通品を購入したもの）を院内処方した場合、薬剤料や処方料等は算定で

きる。 

（参照） 

・新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ®カプセル）の薬価収載に伴う医療

機関及び薬局への配分等について（周知）（令和 4 年 8 月 10 日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000975406.pdf 

・新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ®カプセル）の薬価収載に伴う医療

機関及び薬局への配分等について（その２）（周知）（令和 4 年 9 月 8 日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000987768.pdf 

・新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ®カプセル）の薬価収載に伴う医療

機関及び薬局への配分等について（その３）（周知）（令和 4 年 9 月 15 日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000990709.pdf 
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【例２】の【レセプト表示例】 

 


